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 「デジタル変革時代の電波政策懇談会」における議論を踏まえ、携帯電話等の周波数の再割当

てを行う場合の進め方、移行期間、移行費用の負担の範囲等について検討を行うため、デジタル

変革時代の電波政策懇談会/移動通信システム等制度ワーキンググループの下に、「携帯電話

用周波数の再割当てに係る円滑な移行に関するタスクフォース」を設置。

携帯電話用周波数の再割当てに係る円滑な移行に関するタスクフォース

１．背景

1

（主任） 相田 仁 東京大学大学院 工学系研究科 教授

（主任代理） 三瓶 政一 大阪大学大学院工学研究科 教授

栗田 昌裕 名古屋大学大学院法学研究科 教授

猿渡 俊介 大阪大学大学院情報科学研究科 准教授

関口 博正 神奈川大学 経営学部 国際経営学科 教授

中島 美香 中央大学 国際情報学部 准教授

松村 武 NICTネットワーク研究所ワイヤレスシステム研究室長

山郷 琢也 弁護士（TMI総合法律事務所）

３．構成員

 再割当ての進め方

 再割当てが行われた場合の移行期間

 再割当てが行われた場合の移行費用の負担の範囲 等

２．検討項目



2これまでの検討状況等

 令和４年２月の第１回会合以降、事業者ヒアリング等を行いながら、携帯電話用周波数の再割当てにおける「移
行期間」、「移行費用の負担の範囲」について、各周波数に共通する原則的な考え方や基地局の受信フィルタの
影響等について検討。 ※ 基地局の受信フィルタの影響については、更なる検討を行うため、既存事業者による実機を用いた検証を実施中。

 先の通常国会において「電波監理審議会の機能強化」や「携帯電話等の周波数の再割当制度」 を盛り込んだ
「電波法及び放送法の一部を改正する法律（令和４年法律第63号）」が成立し、令和４年10月1日に施行されるこ
とが決定。

 今後、「デジタル変革時代の電波政策懇談会」において楽天モバイルから要望のあったプラチナバンドの再割当てを
について、事業者ヒアリングを行いながら、更なる検討を行う。
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１ 電波監理審議会の機能強化

○ 携帯電話等の周波数について、次の①～③のいずれかの場合に再割当てができるようにする。

○ 電波の有効利用の程度の評価（有効利用評価）について、これまで総務大臣が電波の利用状況調査の結果に
基づき行ってきたところ、技術の進展等に対応したより適切な評価を行うため、広い経験と知識を有する委員から
構成される電波監理審議会が行うものとする。

○ 電波監理審議会が総務大臣に対し有効利用評価に関し必要な勧告をすることを可能とするとともに、総務大臣
が勧告に基づき講じた施策について電波監理審議会への報告を義務付ける。

２ 携帯電話等の周波数の再割当制度の創設

（公布後９月以内施行 ※10月1日施行予定）

（公布後９月以内施行 ※10月1日施行予定）

電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和4年法律第63号)の概要(再割当関係) 3

①電波の有効利用の程度が一定の基準を
満たさないとき

②開設指針制定の
申出があったとき

③電波の公平かつ能率的な利用を確保する
ための周波数の再編が必要と認めるとき
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既存免許人への意見聴取

既存免許人への意見聴取

申出人、既存免許人
への意見聴取

有効利用評価結果、
申出内容等を踏まえ
て制定要否を検討

開設指針制定の
要否を電波監理
審議会に諮問

 令和４年改正電波法が施行される１０月１日以降、電波監理審議会による電波の有効利用評価の検討

が開始予定。電波監理審議会による携帯電話等の周波数の評価結果が取りまとめられた後、総務大

臣は、競願の申出に係る開設指針制定の要否の決定を行うことができる。
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開設指針制定の申出
§27の13Ⅰ

申出人、既存免許
人に通知・公表

§27の13Ⅳ

開設指針の制定の
必要があると判断

開設指針の制定の
必要がないと判断

電波監理審議会
に諮問

・指針制定の要否の決定

電波監理審議会
に諮問

・指針制定の要否の決定

電波の
利用状況調査

周波数の再編の必要があ
る場合

一定の基準に満たないとき
（指針を制定することができる§27の12Ⅱ ）

申出人、既存免許
人に通知・公表

§27の13Ⅳ

指針を制定しない
ことの決定

§27の13Ⅱ

指針を制定する
ことの決定

§27の13Ⅱ

（指針を制定す
ることができる
§27の12Ⅱ ）

（指針を制定すること
ができる§27の12Ⅱ）

既存免許人に意見聴取
（義務）§27の12Ⅳ

既存免許人に意見聴取
（義務） §27の12Ⅳ

電波監理審議会に
開設指針を制定しな
い旨の報告§27の12Ⅶ

申出人、既存免許人に意見の
聴取（義務） §27の13Ⅲ

開設指針の制定要否の検討

電波監理審議会に諮問

・開設指針の制定

開設指針の制定

開設指針案の検討

①電波の有効利用の程度が一定の基準を
満たさないとき

③携帯電話周波数等
の再編 ②競願の申出

・・・法改正事項

既存免許人・申出人に
対し報告の求め§27の12Ⅵ

既存免許人に及ぼす影
響の調査§27の12Ⅴ

開設指針の制定の
必要があると判断

開設指針の制定の
必要がないと判断

改正電波法における再割当てに係る開設指針制定の流れ

電波監理審議会による
有効利用評価



5（参考）令和４年電波法改正に係る省令案の概要（再割当関係）

２．電波の利用状況の調査等に関する省令の一部改正(電波監理審議会の機能強化関係)

１．電波法施行規則の一部改正(携帯電話等の周波数の再割当制度の創設関係)

電波監理審議会が行うこととなった有効利用評価に係る評価事項として、法律で規定されている「無線局の数」、「無線
局の行う無線通信の通信量」、「無線局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する状
況」に加え、「免許人の数」、「無線局の具体的な使用実態」等を規定する。

(1) 周波数の再割当てに係る電波の有効利用の程度に関する基準の規定
電波監理審議会による有効利用評価において、総合的な評価の結果が２回以上連続して最下位の段階の場合に、

総務大臣は周波数の再割当てができることとする。
(2) 周波数の再割当てに係る意見の聴取等の手続規定

① 既存免許人、申出人に対する意見の聴取の具体的な手続（意見聴取会の開催、開催期日等の通知、意見陳述、証拠
書類の提出等）を規定する。

② 既存免許人に及ぼす技術的及び経済的な影響の調査の手続（調査を実施するために必要な事項の通知）を規定する。
(3) 開設指針制定の申出の手続規定

申出書の様式・記載事項（（電波監理審議会による）有効利用評価を踏まえた電波の有効利用の程度の見込み、申出人の財務
に関する事項）、申出人の欠格事由(同一の周波数について既に申出をしている者等)、申出の取下げ手続等について規定する。

(4) 開設計画の認定の有効期間の延長
認定の有効期間を10年（周波数移行が必要とされる場合は、20年を超えない範囲内で総務大臣が別に告示する期

間）に延長する。

３．その他所要の改正

上記省令のほか、無線局免許手続規則、無線局運用規則及び電気通信紛争処理委員会手続規則において、改正
法の施行に伴い必要とされる用語、条ずれ等の規定の整理を行う。



6再割当ての実施イメージ（新たな事業者が認定された場合）

既存免許人の
使用期限

認定期間

再割当て
(認定)

新たな認定開設者が既存免許人
の移行費用を負担することにより
基地局設置の前倒しが可能

（事業者間の合意による）

10年

移行期間（最長10年）

終了促進措置
による前倒し

既存免許人

新たな認定開設者



デジタル変革時代の電波政策懇談会における楽天モバイルからの再割当て要望

デジタル変革時代の電波政策懇談会
移動通信システム等制度WG第１回会合（2021/2/5）楽天モバイル配布資料より
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事業者公開ヒアリングについて

１．移行費用の負担の範囲
 再割当てによって対応が必要となる作業

（例：レピータ・中継局の交換、基地局の受信フィルタの交換、基地局の増設等）
 上記作業毎に、必要な期間（工事リソースなどの観点から根拠を持って説明）、想定される負担額、

負担すべき者（どのような理由で誰が支払うべきか）
 上記作業を行わない場合の影響（他社電波の中継・増幅、通信品質の劣化、容量不足等）

２．移行期間
 移行期間とその期間が必要と考える理由

３．その他
 再割当ての必要性（例：プラチナバンドの公平利用）
 再割当てによって生じる課題（例：５Gの展開への遅れ、ネットワークの脆弱化、ユーザへの影響等）
 その他再割当てにあたって考慮すべき事項

ヒアリング項目

 令和４年改正電波法で導入予定の携帯電話等の周波数の再割当制度について、

「デジタル変革時代の電波政策懇談会」において要望のあった帯域（800/900MHz帯）の

再割当てを対象に、携帯電話事業者から以下の点について説明をいただきます。
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本日のヒアリングについて

所属 氏名 役職

楽天モバイル株式会社
矢澤 俊介

内田 信行

代表取締役社長

執行役員技術戦略本部本部長

株式会社NTTドコモ
山﨑 拓

浜本 雅樹

常務執行役員

電波企画室長

KDDI株式会社
吉村 和幸

前田 大輔

取締役執行役員専務 技術統括本部長

執行役員 技術統括本部技術戦略本部長

ソフトバンク株式会社
佃 英幸

上村 治

専務執行役員兼 CTO

渉外本部副本部長兼電波政策統括室長

9



10（参考）プラチナバンドの再割当てにより改修・交換が必要と想定される機器の例

良好な電波を引き込み増幅させることで、電波の届きにくい地域や室内の
通信を確保するための装置

レピータ

基地局の受信フィルタ

基地局の送受信装置とアンテナの間にフィルタを挿入

送受信装置アナログ受信フィルタ

アンテナ

アンテナ

送受信
装置

隣接帯域を使用する他社端末からの干渉波の影響を低減し、
広範なエリアカバーや通信品質を確保するための装置

他社端末受信自社端末受信

基地局の受信電波
受信フィルタ

既存事業者のフィルタの挿入イメージ

出典 ： KDDI ホームページより

家庭内での活用イメージ 商業施設での活用イメージレピータによる屋内対策のイメージ
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